
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和６年４月１日施行 

令和７年 10 月改定 

福島県伊達市生活環境課 

伊達市自然環境等と再生可能エネルギー発電事業

との調和に関する条例に係る事業実施の手引き 



 

 

この手引きにおいて、伊達市自然環境等と再生可能エネルギー発電事業との調和に関

する条例を「条例」、伊達市自然環境等と再生可能エネルギー発電事業との調和に関す

る条例施行規則を「規則」として説明しています。 
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Ⅰ 全般的事項 

１．条例制定の背景 

国では、環境負荷の少ない循環型社会の構築に向け、再生可能エネルギーの有効利

用を推進するため、固定価格買取制度（FIT制度）を導入し、再生可能エネルギーの普

及を図ってきました。一方で、再生可能エネルギー発電設備の設置については、不十

分な施工による災害発生の恐れや、立地地域での住民等とのトラブル、森林伐採によ

る自然や景観の破壊、事業終了後の設備放置に係る懸念等が課題となっております。 

このような状況等を踏まえ、発電事業の規制を目的としてではなく、自然環境や景

観、地域住民、災害などに配慮した再生可能エネルギー発電事業とするため、本条例

及び施行規則を制定するものです。 

これにより、事業計画の策定段階から、事業終了・設備撤去までの事業期間におい

て、市・事業者・市民・土地所有者等の責務などの必要な事項について定め、事業実施

前の住民説明会の実施や、助言、指導、勧告及び公表など市の権限等を規定し、適切な

事業の推進を図っていくものです。 

２．目的（条例第１条） 

この条例は、伊達市環境基本条例第３条に規定する基本理念と再生可能エネルギー

発電事業との調和を図るために必要な事項を定めることにより、自然環境等に配慮し

た再生可能エネルギーの利用を促進し、持続的な地域社会の発展に寄与することを目

的としています。 

また、この手引きは、事業者が事業を実施するにあたり、配慮すべき事項を取りま

とめたものです。 
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３．用語解説（条例第２条） 

再生可能エネルギー源 

エネルギー供給事業者によるエネルギー源の環境適合利用及び化石エネ

ルギー原料の有効な利用の促進に関する法律施行令（平成 21年政令第 222

号）第４条に規定するものをいう。 

①太陽光、②風力、③水力、④地熱、⑤太陽熱、 

⑥大気中の熱その他の自然界に存する熱、⑦バイオマス 

再生可能エネルギー 

発電設備 

再生可能エネルギー源を電気に変換する設備及びその附属設備（送電に係

る電柱等を除く。）をいう。 

事業 

再生可能エネルギー発電設備の設置（再生可能エネルギー発電設備を設置

するために行われる土地の造成工事（立木の伐採、切土、盛土等を含む。）

を含む。）及び再生可能エネルギー発電設備による発電を行う事業をいう。 

事業者 
事業を計画し、又はこれを実施する者をいう。ただし、国及び地方公共団

体を除く。 

事業区域 

事業を行う一団の土地（再生可能エネルギー発電設備の附属設備である管

理施設、変電施設、緩衝帯等に係る土地を含む。）であって、柵、塀等の工

作物の設置その他の方法により他の土地と区別された区域をいう。 

建築物 
建築基準法（昭和 25 年法律第 201 号）第２条第１号に規定するものをい

う。 

事業地域 

事業区域を含む行政区（伊達市行政推進員設置規則（平成 25 年伊達市規

則第４号）別表に規定する区をいう。）及び事業の実施により自然環境等に

一定の影響がある行政区をいう。 

住民等 

事業地域内に居住する者及び所在する法人その他の団体並びに事業地域

内に土地若しくは建築物を所有し、又は使用する者で、事業により影響を

受けると認められるものをいう。 

廃棄物 
廃棄物の処理及び清掃に関する法律（昭和 45 年法律第 137 号）第２条第

１項に規定するものをいう。 

土地所有者等 事業区域の土地の所有者、占有者及び管理者をいう。 

 

４．市の責務（条例第３条） 

 基本理念にのっとり、この条例の適切かつ円滑な運用を図るよう必要な措置を講じ

なければなりません。 

 

５．事業者の責務（条例第４条） 

（１） 関係法令及びこの条例を遵守し、自然環境若しくは景観を損ない、又は災 

害若しくは生活環境への被害等が発生することのないよう、再生可能エネル

ギー発電設備及び事業区域を適正に管理しなければなりません。 

（２） 事業で発生する廃棄物を適正に処理するとともに、事業を終了しようとす 

るときは、再生可能エネルギー発電設備を放置することなく速やかに撤去し、 

適正に処分しなければなりません。 

（３） 住民等との良好な関係を保つよう努め、事業の実施に伴い事故等が発生し 

た場合又は住民等と紛争が生じた場合は、自己の責任において誠意をもって 

これを解決し、再発防止のための措置を講じなければなりません。  
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６．市民の責務（条例第５条） 

 市の施策及びこの条例に定める手続の実施に協力するよう努めなければなりません。 

 

７．土地所有者の責務（条例第６条） 

 自然環境若しくは景観を損ない、又は災害若しくは生活環境への被害等が発生する

おそれのある事業を行う事業者に対し、土地を使用させないよう努めなければなりま

せん。 

 

８．適用を受ける事業（条例第７条） 

この条例は、再生可能エネルギー発電設備の出力の合計（発電出力）が 10kw以上の

事業に適用されます。 

ただし、太陽光を再生可能エネルギー源とする事業で、次に該当するものは適用外

となります。 

①建築物の屋根、屋上又は壁面で行う事業 

②抑制区域以外に設置する発電出力 50kw未満の事業 

※実質的に一体と認められる場所で、複数の再生可能エネルギー発電設備に分割し

て設置する場合は、合算した発電出力で適用となります。 

※既存の再生可能エネルギー発電設備を増設することにより、上記の発電出力以上

となる事業も適用となります。 

 

■発電出力等による条例の適用状況確認表 

№ 発電出力 

太陽光による発電 
太陽光以外

の発電 
建築物の屋根、 

屋上又は壁面 

左記以外 

抑制区域外 抑制区域 

① 50kw以上 ― 〇 〇 〇 

② 

10kw以上 

～ 

50kw未満 

― ― 〇 〇 

③ 10kw未満 ― ― ― ― 

 ※太陽光による発電の場合、発電出力に関わらず、建築物の屋根、屋上又は壁面で

行う事業は適用外となります。 

 ※抑制区域については、市は届出に対して同意しないこととしていますが、上記表

においては、関係法令等の許可を前提として「適用」と整理しています。 
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Ⅱ 抑制区域 

１．抑制区域の指定（条例第８条、規則第３条） 

再生可能エネルギー発電事業において、事業者に対し事業の抑制を求めることがで

きる区域として「抑制区域」を指定します。 

抑制区域内での事業については、原則として市は同意しないものとします。 

※関係法令の許可が得られる場合など、市が例外と認めた場合を除きます。 

＜抑制区域＞ 

 ①砂防指定地 

②地すべり防止区域 

③急傾斜地崩壊危険区域 

④土砂災害警戒区域 

⑤土砂災害特別警戒区域 

⑥県立自然公園 

 ⑦自然環境保全地域 

⑧緑地環境保全地域 

⑨鳥獣保護区 

⑩農用地区域 

⑪保安林 

⑫地域森林計画区域 

 ⑬砂防指定地 

⑭周知の埋蔵文化財包蔵地及び史跡、名勝又は天然記念物が所在する土地（国指定、

県指定、市指定） 

⑮その他市長が必要と認める区域 

 ※抑制区域の内容及び問合せ先については次ページを参照。 
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砂防法（明治30年法律第29号）第２条

砂防指定地内の行為の許可

市 建設課用地企画係（電話：024-573-5063）

県 県北建設事務所行政課（電話：024-521-2498）

地すべり防止法（昭和33年法律第30号）第３条第１項

地すべり防止区域内の行為の許可

市 建設課用地企画係（電話：024-573-5063）

県 県北建設事務所行政課（電話：024-521-2498）

急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律（昭和44年法律第57号）

第３条第１項

急傾斜地崩壊危険区域内の行為の許可

市 建設課用地企画係（電話：024-573-5063）

県 県北建設事務所行政課（電話：024-521-2498）

土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律（平

成12年法律第57号）第７条第１項

ー

市 建設課用地企画係（電話：024-573-5063）

県 県北建設事務所行政課（電話：024-521-2498）

土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律（平

成12年法律第57号）第９条第１項

特定開発行為の制限

市 建設課用地企画係（電話：024-573-5063）

県 県北建設事務所行政課（電話：024-521-2498）

自然公園法（昭和32年法律第161号）第２条第４号

県立自然公園内での許可・届出

市 ー

県
県北地方振興局県民生活課（電話：024-521-2709）

県自然保護課（電話：024-521-7251）

福島県自然環境保全条例（昭和47年福島県条例第55号）第12条第１項

自然環境保全地域内での行為の許可・届出

市 ー

県
県北地方振興局県民生活課（電話：024-521-2709）

県自然保護課（電話：024-521-7251）

　自然性が高く、希少性に富み、また学術的価値の高

い地域を恒久的に保有することを目的として指定した

地域。

関係法令

開発等に必要な手続き、

届出、許可

相談窓口

（５）土砂災害特別警戒区域

　急傾斜地の崩壊等が発生した場合に、建築物に損壊

が生じ住民等の生命又は身体に著しい危害が生ずるお

それがあると認められる区域で、特定の開発行為に対

する許可制、建築物の構造規制等が行われる。

関係法令

開発等に必要な手続き、

届出、許可

相談窓口

（６）県立自然公園

　優れた自然の風景地であって、都道府県が自然公園

法第七十二条の規定により指定するもの。 自然公園

地域として定義された領域。

関係法令

開発等に必要な手続き、

届出、許可

相談窓口

（７）自然環境保全地域

　急傾斜地の崩壊等が発生した場合に、住民等の生命

又は身体に危害が生ずるおそれがあると認められる区

域で、危険の周知、警戒避難体制の整備が行われる。

関係法令

開発等に必要な手続き、

届出、許可

相談窓口

（２）地すべり防止区域

　 地すべりしているか地すべりのおそれの大きい区

域及び、隣接する土地で地すべりを誘発・助長するお

それのある区域で、主務大臣（国土交通大臣・農林水

産大臣）が指定する。

関係法令

開発等に必要な手続き、

届出、許可

相談窓口

（３）急傾斜地崩壊危険区域

　崩壊のおそれのある急傾斜地でその崩壊により相当

数の居住者に危害が生ずるおそれのある区域で、福島

県知事が指定する。

関係法令

開発等に必要な手続き、

届出、許可

相談窓口

（４）土砂災害警戒区域

「伊達市自然環境等と再生可能エネルギー発電事業との調和に関する条例施行規則」に定める

抑制区域に係る問い合わせ先等一覧表

（１）砂防指定地

　治水上砂防のため砂防設備を要し、又は一定の行為

を禁止し若しくは制限すべき土地として、国土交通大

臣が指定した一定の土地の区域。

関係法令

開発等に必要な手続き、

届出、許可

相談窓口
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福島県自然環境保全条例（昭和47年福島県条例第55号）第20条第１項

緑地環境保全地域内での行為の許可・届出

市 ー

県
県北地方振興局県民生活課（電話：024-521-2709）

県自然保護課（電話：024-521-7251）

鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律（平成14年法律第

88号）第28条第１項

特別保護地区内の一定の行為の許可

市 ー

県 県北地方振興局県民生活課（電話：024-521-2709）

農業振興地域の整備に関する法律（昭和44年法律第58号）※第８条第２

項第１号※特定営農型太陽光発電設備を設置する場合を除く。

農用地区域からの除外

※農地転用の許可の場合は別途手続きが必要

市
農政課農政企画係（電話：024-573-5635）

※農地転用の許可の場合は農業委員会事務局（電話：024-573-5623）

県
県北農林事務所指導調整課（電話：024-521-2596）

県農業担い手課（電話：024-521-7396）

森林法（昭和26年法律第249号）第25条第１項

保安林の指定の解除

※林地開発許可制度の対象となる開発行為は別途手続きが必要

市 農林整備課林業振興係（電話：024-573-5647）

県
県北農林事務所森林土木課（電話：024-521-2639）

県森林保全課（電話：024-521-7442）

森林法（昭和26年法律第249号）第５条第１項（都市計画法（昭和43年

法律第100号）第８条第１項第１号に規定する用途地域内の区域を除

く。）

森林経営管理法（平成30年６月１日号外法律第35号）第１条

森林整備計画策定者に対する協議、申請等

地域森林計画区域管理者（伊達市）に対する協議、申請等

市 農林整備課林業振興係（電話：024-573-5647）

県 県北農林事務所林業課（電話：024-521-2632）

文化財保護法（昭和25年法律第214号）第93条第１項

埋蔵文化財発掘の届出、遺跡発見の届出

市 生涯学習課歴史文化まちづくり係（電話：024-573-5804）

県 県教育庁文化財課（電話：024-521-7787）

文化財保護法（昭和25年法律第214号）第109条第１項

福島県文化財保護条例（昭和45年福島県条例第43号）第24条第１項

伊達市文化財保護条例（平成18年伊達市条例第189号）第27条第１項

史跡名勝天然記念物に影響する行為の許可

市 生涯学習課歴史文化まちづくり係（電話：024-573-5804）

県 県教育庁文化財課（電話：024-521-7787）

（10）農用地区域

（９）鳥獣保護区

　鳥獣の保護又は鳥獣の生息地の保護を図る上で、特

に良好な生息環境の確保が求められる区域。

関係法令

開発等に必要な手続き、

届出、許可

相談窓口

（８）緑地環境保全地域

　良好な生活環境を確保するために自然環境を保全す

ることが必要である地域。

関係法令

開発等に必要な手続き、

届出、許可

相談窓口

（12）地域森林計画区域

　農業振興地域内における集団的に存在する農用地

や、土地改良事業の

施行にかかる区域内の土地などの生産性の高い農地

等、農業上の利用を確保すべき土地として指定された

土地。

関係法令

開発等に必要な手続き、

届出、許可

相談窓口

（11）保安林

　水源の涵養、土砂の崩壊その他の災害の防備、生活

環境の保全・形成等、特定の公益目的を達成するた

め、農林水産大臣又は都道府県知事によって指定され

る森林。

関係法令

開発等に必要な手続き、

届出、許可

相談窓口

　文化財保護法第２条第１項第四号で規定される「記

念物」のうち、文部科学大臣が重要なものを史跡、名

勝又は天然記念物（「史跡名勝天然記念物」と総称）

に指定したもの。

関係法令

開発等に必要な手続き、

届出、許可

相談窓口

　林業経営の効率化及び森林の管理の適正化の一体的

な促進を図り、林業の持続的発展及び森林の有する多

面的機能の発揮に資することを目的とする森林。

関係法令

開発等に必要な手続き、

届出、許可

相談窓口

（13）周知の埋蔵文化財包蔵地

　石器・土器などの遺物が出土したり、貝塚・古墳・

住居跡などの遺跡が土中に埋もれている土地であっ

て、そのことが地域社会で認識されている土地。

関係法令

開発等に必要な手続き、

届出、許可

相談窓口

（14）史跡名勝天然記念物が所在する土地
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Ⅲ 発電事業に関する手続き 

１．発電事業に関する手続き （全般） 

・条例では、事前の住民説明会の開催と、市へ届出、市の同意を得た上での工事着手 

を義務付けています。 

・標準的な手続の流れとしては、事前に市へ相談した上で、住民等に対して事業の内 

容等に関する説明会を開催し、その後、事業に着手しようとする日の 90日前まで 

に市へ届出を行い、同意を得る必要があります。 

※事業に着手しようとする日 

①再エネ特措法第９条第１項の規定による申請をする場合は当該申請をする日 

②①以外の場合は再生可能エネルギー発電設備の設置に係る工事の着手予定日 

・市の同意があった後、再エネ特措法の規定による事業計画認定申請等を行うよう 

になります。 

・その後、発電設備に係る工事等を行い、発電を開始することになります。 

・発電事業を終了した後は、発電設備を速やかに撤去し、適正に処分を行っていただ 

くようになります。 

 

■標準的な再生可能エネルギー発電事業に関する手続きの流れ 

番号 内容 実施者 

１ 事前準備・相談 事業者→市 

２ 住民等への説明会 事業者→住民等 

３ 住民等からの意見等に対する対応・協議 事業者⇔住民等 

４ 市への届出 事業者→市 

５ 審査 市 

６ 市の同意通知 市→事業者 

７ 再エネ特措法の規定による申請 ※事業着手日 事業者→国 

８ 工事着手の届出 事業者→市 

９ 工事着手 ※事業着手日（７の申請をしない場合） 事業者 

10 工事確認結果通知 市→事業者 

11 工事完了の届出 事業者→市 

12 工事確認結果通知 市→事業者 

13 発電開始 事業者 

14 事業終了の届出 事業者→市 

15 発電設備撤去完了の届出 事業者→市 
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２.発電開始までの手続き（条例第９条・第 10条・第 11条・第 12条・第 13条） 

 ・事業を開始するときは、市への届出を行う前に、住民等に対し、事業の内容等に 

関する説明会を開催し、住民等の理解を得られるよう努めなければなりません。 

 ・住民等への説明会終了後、事業に着手しようとする日の 90日前までに市へ届出を 

行い、同意を得る必要があります。 

■発電開始までの手続きの流れ 

市 事業者 地域住民等 

   

 

 

事業内容確認等 事前相談 

説明会開催 
（報告書作成） 

計画の修正等 

届出書（書類①）の提出 
(事業着手日の 90 日以上前) 受理・審査 

同意通知 

工事着手届出書（書類②）
の提出 

受理・発電開始 

説明会参加 

受理・確認 

工事確認結果通知 

受理・確認 

工事確認結果通知 

受理・工事着手 

工事完了 

工事完了届出書（書類③）
の提出 
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【書類①】※正副２通を提出 

１  再生可能エネルギー発電事業届出書 【様式第３号】  

２  事業計画書 【様式第４号】 

３  

住民等に対する説明会の内容が分かる書類  

  ・説明会報告書【様式第５号】 

    添付資料 説明会で配布した資料 

※住民等の意見に対し見解書を作成している場合の追加  

添付資料 住民等意見書【様式第１号】の写し、見解書【様式第２号】の写し  

４  確約書 【様式第６号】  

５  法人の登記事項証明書（法人の場合）  

６  住民票抄本の写し（個人の場合）  

７  

事業場所が分かる書類  

  ・位置図 ・現況写真  

  ・公図の写し 

  ・土地の登記事項証明書の写し 

８  土地利用計画図（配置図）※縮尺 1000分の１以上のもの  

９  

造成に係る書類 

・土地造成計画平面図 ※縮尺 1000分の１以上のもの  

  ・土地造成計画縦断図 ※縮尺縦 100分の１以上、横 1000分の１以上のもの 

  ・土地造成計画横断図 ※縮尺 1000分の１以上のもの  

10  建築物又は工作物の設計図（平面図、立面図、断面図）  

11  事業影響予測図（事業に伴い周囲への影響範囲の予測図面（騒音、振動、電磁波、反射光等））  

12  流量計算書※ 

13  排水計画図（平面図、断面図） ※ 

14  排水施設構造図 ※ 

15  排水に係る放流承諾書  

16  工事施工方法書（計画書） ※作業方法及び工法を示した図書  

17  工事実施体制表 ※施主、工事施行者、保守管理者等を示した図書  

18  維持管理（保守点検）計画書  

19  維持管理（保守点検）費用及び廃棄等費用積立計画書  

20  その他の法令等による許認可等を受けている場合はその写し  

21  その他市長が必要と認める書類  

【書類②】 

１ 工事着手届出書【様式第 10号】 

２ 工事工程表 

【書類③】 

１ 工事完了届出書【様式第 10号】 

２ 工事写真（施工前、施工中、施工後） 

 

※「12 流量計算書」「13 排水計画図」「14 排水施設構造図」について 

・都市計画法による開発許可の有無に関わらず、計画地及びその周辺地域に溢水等 

による被害が生じないよう、すべての再生可能エネルギー発電事業において提出 

いただく書類となります。 

・都市計画法及び都市計画法施行令に基づく基準の他、福島県が定める「都市計画 
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法による開発許可制度の手引」の基準に適合するものとなるよう「伊達市都市計 

画法による開発許可制度の手引き【手続・技術編】」の「第３章 開発許可基準（技 

術基準）」に基づき作成してください。 

・雨水排水については、敷地内での処理を原則とし、福島県が定める降雨強度式の 

最新版を用いて、確率年は 10年、降雨継続時間は 10分を基準とし、基準に適合 

する排水施設を設置してください。 

 

（１）住民等意見書が提出された場合の手続き（条例第９条、規則第５条） 

   事業者は、事業の内容等に関する説明会開催後、住民等から住民等意見書【様 

式第１号】が提出された際は、当該住民等に対し、見解書【様式第２号】を提出し、 

誠意をもって協議を行わなければなりません。 

■手続きの流れ 

市 事業者 地域住民等 

   

【書類④】 

１ 住民等意見書【様式第１号】 

【書類⑤】 

１ 見解書【様式第２号】 

【書類⑥】 

１ 説明会報告書【様式第５号】 

 

（２）同意（条例第 11条、規則第９条、第 10条・第 11条） 

・事業区域の全部または一部が抑制区域に位置する場合、市は同意しないものとし 

ます。ただし、各種法律等に定める要件により設置が可能であり、手続きが適切 

に行われ、市長がこの条例の目的に照らして支障がないと認めるときは、この限 

りではありません。 

・同意に際し、自然環境等の保全及び災害防止のために、必要な条件を付す場合が 

あります。 

説明会開催 説明会参加 

受理 
住民等意見書（書類④） 

の提出 
(説明会開催日から 14 日以内) 

見解書（書類⑤） 
の提出 

(意見書受理から 14 日以内） 受理・協議 

※市へ事業実施に係る届出
を行う際に説明会報告書

(書類⑥)の提出 受理・審査 
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３．工事の中止・再開の届出（条例第 12条・第 13条、規則第 12条） 

・同意を受けた後に、再生可能エネルギー発電設備の設置工事を中止するとき、もし 

くは中止していた工事を再開するときは、速やかに市へ届出しなければなりませ 

ん。 

■手続きの流れ 

市 事業者 

  

【書類⑦・⑧】 

１ 工事（着手・完了・中止・再開）届出書【様式第 10号】 

２ （中止の場合）工事写真（施工前、施工中、施工後） 

３ （再開の場合）工事工程表 

 

 

 

４．維持管理等に関する報告（条例第 14条・規則第 13条） 

事業区域の適正な管理及び保守点検・維持管理の実施状況について、年１回市へ報

告しなければなりません。 

【提出書類】 

１ 事業状況報告書【様式第 11号】 

 

 

 

 

 

 

 

工事中止 

工事中止届出書（書類⑦） 
の提出 

受理・工事再開 

受理・確認 

工事再開届出書（書類⑧） 
の提出 

工事確認結果通知 

受理・確認 

工事確認結果通知 

受理 
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５．事業承継の手続き（条例第 15条、規則第 14条） 

事業者から事業譲渡等によりその地位を承継した場合は、地位を承継した日から起

算して 30日以内に市へ届出しなければなりません。 

 ※事業譲渡等とは、事業譲渡、相続、売買、合併、分割等が該当します。 

■手続きの流れ 

市 事業者 

  

【書類⑨】 

１ 承継届出書【様式第 12号】 

２ （法人の場合）登記事項証明書 

２ （個人の場合）住民票抄本の写し 

 

６．事業の終了等の届出（条例第 16条、規則第 15条） 

・事業を終了したときは、終了した日から起算して 30日以内に市へ届出しなければ 

なりません。 

・また、再生可能エネルギー発電設備の撤去が完了したときは、撤去を完了した日か 

ら起算して 30日以内に市へ届出しなければなりません。 

■手続きの流れ 

市 事業者 

  

【書類⑩】 

１ 事業終了届出書【様式第 13号】 

２ （撤去及び処分計画、跡地利用計画を策定している場合）その計画書 

【書類⑪】 

１ 発電設備撤去完了届出書【様式第 14号】 

２ 撤去完了が分かる写真 

承継 

承継届出書（書類⑨）の提出 
（承継から 30 日以内） 受理・確認 

発電事業終了 

事業終了届出書（書類⑩） 
の提出 

（事業終了から 30 日以内） 

受理・確認 

撤去工事 

発電設備撤去完了届出書（書類⑪） 
の提出 

（撤去完了から 30 日以内） 
受理・確認 
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７．事業計画変更等の手続き（条例第９条・第 10条、規則第４条・第６条） 

・市に届出した事項を変更しようとするときは、住民等に対し、事業の内容等の変更 

に関する説明会を開催しなければなりません。ただし、変更の内容が「発電出力の 

縮小」、「事業区域面積の縮小」、「事業者が法人等である場合の代表者の氏名及び主 

たる事務所の所在地の変更」、「その他市長が認めるもの」であるときは、この限り 

ではありません。 

・その後、市に速やかに届出し、同意を得なければなりません。 

※発電出力の増加、事業区域面積の増加などを行う場合は、設置工事の際の手続き 

と同様の流れになります。 

■手続きの流れ 

市 事業者 地域住民等 

   

【書類⑫】 

１ 再生可能エネルギー発電事業変更届出書【様式第７号】 

２ 当初届出書類①のうち変更に係る書類 

３ 住民等に対する説明会の内容が分かる書類 

  ・説明会報告書【様式第５号】 

    添付資料 説明会で配布した資料 

※住民等の意見に対し見解書を作成している場合の追加  

添付資料 住民等意見書【様式第１号】の写し、見解書【様式第２号】の写し 

 

 

８．報告及び立入検査（条例第 17条、規則第 16条） 

市は、この条例の施行に必要な限度において、事業者に対し報告及び資料の提出を

求め、並びに市の職員及び市が必要とする者を同行して事業区域に係る土地及び建物

に立ち入り、当該事業に関する事項について調査させ、関係者に質問させることがで

きます。 

 

 

９．助言、指導又は勧告（条例第 18条、規則第 17条） 

・市は、計画書において確認された維持管理計画が遵守されない場合、地域住民への 

説明会開催 
（報告書作成） 

変更届出書（書類⑫） 
の提出 

説明会参加 

受理・審査 

同意通知 変更後の事業開始 
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著しい影響を及ぼすおそれがある場合、地域住民への適切な説明がなされていな 

い場合など必要があると認めるときは、事業者に対して維持管理計画の遵守、施設 

の管理状況の報告、地域住民への説明などを求めるために助言又は指導を行うこ 

とができます。 

・市は、次のいずれかに該当すると認められるときは、事業者に対して、期限を定め 

て必要な措置を講ずるよう勧告をすることができます。 
 
■勧告を行う理由 

・事業実施に係る届出を行わないとき、又は届出の内容に虚偽があるとき 

・正当な理由なく市の同意通知を受ける前に事業に着手したとき 

・市の求めに対し、報告若しくは資料の提出をせず、若しくは虚偽の報告若しくは 

資料の提出をしたとき 

・市の立入検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき 

・市の立入検査の際に質問に答弁せず、若しくは虚偽の答弁をしたとき 

・正当な理由なく市の助言又は指導に従わなかったとき 

 

10．公表（条例第 19条、規則第 18条・第 19条） 

市は、事業者が正当な理由なく勧告に従わないときは、弁明の機会を与えた上で、

事業者の氏名等を公表することができます。 

■手続きの流れ 

市 事業者 

  

【書類⑬】 

１ 公表に係る弁明書【様式第 19号】 

 

11．報告（条例第 20条） 

市は、事業者の氏名等を公表後、公表内容及び公表の事実を国の行政機関等に報告

することができます。 

※FIT法において，条例の規定に違反している場合は認定が取消されるよう規定され

ているため，本条例の規定に反する場合は FIT 法の認定が取り消されることもあ

ります。 

12．施行期日 （条例附則第１項） 

  令和６年４月１日 

勧告書発出 

弁明機会の付与 
通知書 

受理・確認 

公表する 公表しない 

勧告に従わない 勧告に従う 

公表に係る弁明書(書類⑬)の提出 
(通知書受理から 14 日以内) 

弁明書の提出をせず 
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13．経過措置 （条例附則第２項～第８項） 

・条例の施行日前に再エネ設備の設置又は工事着手した既存事業についても、事業 

者の責務、地位の承継等の届出、事業の終了等の届出、報告及び立入検査、助 

言、指導又は勧告、公表等の規定を適用します。 

・また、既存事業者については、令和６年 12月 27日までに事業概要の届出をしな 

ければならないとともに、当該届出の内容に変更が生じた場合は変更の届出をし 

なければなりません。 

・施行日以後 90日を経過する日までの間に事業に着手しようとするときにおける 

第 10条の規定の適用については、同条第２項中「事業に着手しようとする日と 

して規則に定める日の 90日前までに」とあるのは、「速やかに」と読み替えるも 

のとします。 

■経過措置と条例適用になる事業の考え方 

ケース 適用範囲 

① 条例施行日後に事業着手 全適用 

② 

条例施行日後に既存施設を増設することで発

電出力が 10 ㎾以上（太陽光発電で抑制区域以

外に設置の場合は 50kw以上）となる場合 

増設分が全適用 

③ 
条例施行日前に FIT申請済みで 

現に工事に着手していない事業 

部分適用 

第 11条、第 18条第２項第２号を除く 

※市の同意（不同意）の決定に係るもの 

④ 
条例施行日前に現に工事着手している 

事業又は工事完了している事業 

部分適用 

※表１を参照 
 
■表１ 条例施行日前に現に工事着手している事業又は工事完了している事業に適 

用される条例の内容 

条 項目 備考 

第４条 事業者の責務  

第７条 適用を受ける事業 

第３項を除く 

※既存施設を増設することにより、第１項及び第２項に規 

定する発電出力以上となるもの 

第 15条 地位の承継の届出等  

第 16条 事業の終了等の届出  

第 17条 報告及び立入検査  

第 18条 助言、指導又は勧告 

第２項第１号及び第２号を除く 

※事業実施に係る届出、市の同意（不同意）の決定に係る 

もの 

第 19条 公表  

第 20条 報告  

 


